
【
目
次
に
掲
載
す
る
件
名
】

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
格
付
業
者
の
関
係
法
人
を
指

定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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○
金
融
庁
告
示
第
四
十
四
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
信
用
格
付
業
者
の
関
係
法
人
を

指
定
す
る
件
（
令
和
元
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

金
融
庁
長
官

中
島

淳
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定

と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

（
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

第
一
条

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融
庁
長
官
（
格
付
）
第
二

第
一
条

［
同
上
］

号
）
の
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
次
に

掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
の
有
効
期
間
（
以
下
単
に
「
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）

は
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

三

商

号

又

は

名

称

M
oody's

Latin
A
m
erica

A
gente

de

Calificacion
de

Riesgo
S
.A

.

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ingeniero
Butty

2
4
0

1
6th

Floor

Ciudad
A
utonom

a
de

Buenos
A
ires,

A
rgentina

1
0
0
1A

FB

三
～
十
一

［
略
］

四
～
十
二

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十
三

商

号

又

は

名

称

M
oody's

A
m
érica

Latina
Ltda.

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

A
venida

N
ações

U
nidas,

1
2
.
5
5
1

1
6th

Floor,
R
oom

1
6
0
1
São

Paulo
,
SP

0
4
5
7
8-9

0
3
,
Brazil

十
二

［
略
］

十
四

［
同
上
］

十
三

商

号

又

は

名

称

M
oody's

Investors
Service

South
A
frica

十
五

商

号

又

は

名

称

M
oody's

Investors
Service

South
A
frica
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(Pty
)
Lim

ited
(Pty

)
Lim

ited

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Regus
atN

elson
M
andela

Square
2nd

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

9th
Floor,

Spaces
@

A
trium

on
5th

Floor,
W
estTow

er,
M
aude

Street
Building

,
5th

Street,
Sandton

,
2
1
9
6
,

Sandton
2
1
9
6
,
G
auteng

,
South

A
frica

G
auteng

,
South

A
frica

十
四
・
十
五

［
略
］

十
六
・
十
七

［
同
上
］

（
Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係

（
Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係

法
人
）

法
人
）

第
二
条

Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融

第
二
条

［
同
上
］

庁
長
官
（
格
付
）
第
五
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
有
効

期
間
は
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

商

号

又

は

名

称

S&
P
G
lobalRatings

H
ong

K
ong

Lim
ited

七

商

号

又

は

名

称

S&
P
G
lobalRatings

H
ong

K
ong

Lim
ited

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

U
nits

8
0
1
,
8
0
4
&

8
0
5
,
8th

Floor,

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

U
nit

1
,
Level

6
9
,
International

9
Q
ueen's

R
oad

Central,
H
ong

K
ong

,
Com

m
erce

Centre,
1
A
ustin

Road

China
W
est,K

ow
loon

,
H
ong

K
ong

,
China

八

商

号

又

は

名

称

Taiw
an

Ratings
Corporation

八

商

号

又

は

名

称

Taiw
an

Ratings
Corporation

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

2F
,
H
ung

K
uo

Building
N
o
.

1
6
7
,

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

4
9F

Taipei
1
0
1
Tow

erN
o
7
,
X
inyi

D
unhua

N
.
Road

,
TaipeiCity

1
05
,

Road
,
Section

5
,
Taipei,

Taiw
an

Taiw
an,

R
.O

.C
.

1
1
0
49

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

商

号

又

は

名

称

S&
P
G
lobalRatings

Europe
Lim

ited

十
一

商

号

又

は

名

称

S&
P
G
lobalRatings

Europe
Lim

ited
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主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

［略

］

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

［同
左

］

V
icolo

San
G
iovannisulM

uro
1/3/5

,
V
icolo

San
G
iovannisulM

uro
1/3/5

,

M
ilan,

Italy
2
0
1
2
1

M
ilan,

Italy
2
0
1
2
1

2
0
Canada

Square
Canary

W
harf,

London
,
U
nited

K
ingdom

E
1
4

5LH

［略

］

［同
左

］

十
二

［
略
］

十
二

［
同
上
］

（
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

（
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
の
特
定
関
係
法
人
）

第
三
条

フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
（
金
融
庁
長
官

第
三
条

［
同
上
］

（
格
付
）
第
七
号
）
の
特
定
関
係
法
人
は
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
有
効
期
間
は

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

商

号

又

は

名

称

Fitch
Ratings

Lim
ited

二

商

号

又

は

名

称

Fitch
Ratings

Lim
ited

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

［略

］

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

［同
左

］

O
ne

Central,
The

O
ffices

3
,
#32

1
&

A
lThuraya

Tow
er

1
,
#2
2
0
1-2

2
0
3
,

3
2
3
,
Sheikh

Zayed
Road

,
P
.O

.Box
D
ubaiM

edia
City

,
P
.O

.Box
5
0
2
0
3
0
,

9
5
73
,
D
ubai,

U
A
E

D
ubai,

U
A
E

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

五

商

号

又

は

名

称

Fitch
Ratings

Espana,
S
.A

.U
.

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

D
iagonal

6
0
1
,

2nd
floor

0
8
0
2
8

Barcelona,
Spain
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Paseo
de

la
Castellana

3
1
,

9th
floor

2
8
0
4
6
M
adrid,

Spain

K
ungsgatan

8
1
1
1

4
3
Stockholm

,

Sw
eden

五
～
八

［
略
］

六
～
九

［
同
上
］

九

商

号

又

は

名

称

Fitch
R
atings

Ireland
Lim

ited

十

商

号

又

は

名

称

Fitch
R
atings

Ireland
Lim

ited

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

3
8
U
pperM

ountStreet,
D
ublin

2

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

4
0
U
pperM

ountStreet,
D
ublin

2

D
0
2
PR

8
9
,
Ireland

D
0
2
PR

8
9
,
Ireland

［略

］

［同
左

］

K
rolew

ska
1
6
,

0
0-1

0
3
W
arsaw

,
K
rolew

ska
1
6
,

0
0-1

0
3
W
arsaw

,

Poland
Poland

A
vinguda

D
iagonal

6
0
1
,
2nd

floor

08
0
2
8
Barcelona,

Spain

Paseo
de

la
Castellana

3
1
,

9th
floor

2
8
0
4
6
M
adrid

,
Spain

K
ungsgatan

8
1
1
1

4
3
Stockholm

,

Sw
eden

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


